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ブルデューは近年、「再生産」という概念で代表される自らのかつての理論からの脱却を図っている。そ
れは「誤認(meconnaissance)の克服」へと向かう理論展開である。これは、各行為者の誤認の集積により
産出される社会構造の再生産、という自らの理論展開から自然に導くことのできる移行と考えられる。なぜ
なら、その再生産が問題であり解決しなければならないものであると彼自身が考えるのなら、そこで焦点と
なるのは各行為者の「誤認の克服」ということとなるからである。
この「誤認の克服」へと向かう理論展開には後に「理解するcompI℃ndI℃」というコンセプトがあてられる
こととなる。しかし、ここで検討するのは、そもそも「誤認の克服」という理論展開は彼自身の理論展開に
整合的に組み込まれうるものなのか、これである。

さて、その論理展開上の矛盾点を以下指摘す
るわけであるが、その際に焦点となるのは再生
産というコンセプトを中心に展開されている理
論が提示された後に、一体、何が思考できるの
かという点である。そもそも、ブルデューがわ
ざわざ再生産というコンセプトを打ち出したの
は、支配関係が再生産されるプロセスを提示す
ることで、そこからの脱却の道を模索しようと
したからだと思える。しかし、その脱却の道を
模索しようとすると、私にはどうしても頭に浮
かんでこざるをえない大きな疑念があるからで
ある。
その大きな疑念とは次ぎのようなものであ

る。それは、ブルデューが再生産プロセスの克
服、詳しくは「誤認の克服」を模索しようとさ
らなる展開を示す考察は、ブルデューのそれま
での理論展開に整合的に組み込まれうるモのな
のか、という疑念である。
こうした疑念をここで提示するには２つの理

由がある。ひとつは、ブルデューを精綴に解釈
しようとする一連の研究に対して、一体何が焦

１．はじめに

ピエール・ブルデューが「再生産」というコ
ンセプトにより広く社会学界に影響力を及ぼす
に至ったのはよく知られていることであろう
(Bourdieu&Passeron[19701)｡このフランスとい
う社会を基盤に置いた彼の理論展開は様々なと
ころでその応用可能性が模索されている(1)o
これらの研究は主にブルデューの理論を経験的
に検証しようとする意図からなされているもの
である．確かに、理論があれば、特にその理論
の支えとして任意の社会に対する経験的調査が
あるとするならば、その理論を他の社会にも適
用し、その妥当性を検証しようとするのは穏当
な科学的プロセスである。
しかし、ここではブルデューの理論に対して

そのようなアプローチは取らない。ここで取る
アプローチとは、ブルデューの理論を経験的な
事象とはひとまず切り離した上で、その論理展
開上の矛盾点を指摘するものである。
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2．「誤認の克服」の２条件点とならざるをえないかを指摘するためであ
る。最近ではブルデュー理論を経験的な検証の
対象としてではなく、上記でも触れたように、
その理論展開そのもの、特に「誤認」と深く関
わる認識論的な側面に着目して精綴に解釈しよ
うとする研究が散見されるようになった(2)。
しかし残念ながら、その精綴な解釈の重要性は
認めるものの、どういった目的のために、なぜ
精綴な解釈が必要であるかを説得的に提示でき
ていない感がある。こうした精綴な解釈がより
耳目を引くものとなるためにも、そこに一定の
方向性を提示してみようというのが本稿のひと
つの目的である。
もうひとつの理由とは次のようなものであ

る。それは、ブルデューの誤認の克服という理
論展開に対してそれを論理的に批判する論者
と(3)、先の精綴な解釈を志向する論者との間
で、いわば断絶が生じていると考えるためであ
る。前者はブルデューの理論展開に対して論理
的な矛盾点を指摘するが、後者はそうした矛盾
点の指摘に応答していないように思われる。確
かに、理論を扱うにして、論理的に批判的な検
討と精綴な解釈とは互いに相容れないところが
あろう。しかしながら、精綴な解釈を提示し続
けても、それが論理的に説得的でなければ、ブ
ルデューの理論展開に対する批判の声は一向に
やまないことだろう。
ここでは、こうしたブルデュー理論に対する

両者の断絶を解消する一助となるためにも、極
力ブルデュー自身の論理展開からその矛盾点を
導出し、精綴なブルデュー解釈にとってもひと
つの方向性を提示することを試みたい(4)。繰
り返すが、問題となる焦点は、「誤認の克服」
はブルデュー理論に整合的に組み込めるものな
のか、という点である。

2.1．誰が誤認を克服するのか？
再生産の克服へと志向することは、誤認の克

服へと志向することと同義である。それを集約
的に表現したものが以下である。「教育社会学
は、権力の哲学の社会学は言うまでもなく、認
識の社会学、権力の社会学のひとつの章であり、
取るに足りないものではない。（教育学者にだけ
あてはまるのだが）通常見なされてきたような応
用的で、それゆえ下位にあるようなものでは全
くなく、教育社会学は権力と正統性の一般的な
人類学の基礎に位置するものである。実際、そ
れは社会構造の再生産と、この客観的構造にそ
の生成面と構造面で結びつくがゆえにその客観
的構造の真理(verite)の誤認とその正統性の承
認(reconnaissance)を促進するような精神的構
造の再生産、これをつかさどる『メカニズム』
の理解に我々を導いてくれるものなのである」
(BOurdieu[1989:13=1996:5])。
ここで再生産というコンセプトの支えとし

て、「誤認」というコンセプトが据えられてい
ることが分かるであろう。そもそも、ブルデュ
ーは現象学的認識と客観主義的認識との相克を

乗り越えようとして「ハビトウスhabitus」な
る概念を導入したのであった。ある任意の人間
は社会構造における位置(position)に対応[,た
性向(disposition)のシステムを携えて生きてい
るのであり(5)、そのためにその人間はその当
該の位置に留まり続ける傾向にある、つまり再
生産される傾向にある、というものである。そ
うした人間像をブルデューは行為者(agent)と
呼んだのであった。そして、その行為者が産出
する自らの位置にふさわしい当意即妙な振る舞
い全般を実践(pratique)と呼んだのであった
(Bourdieull968,1973,1980,19891)。
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しかしながら、ここで問題となるのは、なら
ば真理の誤認の克服は一体誰が遂行できるの
か、ということである。改めて誤認とは何かお
さえておこう。その定義は「人が暴力を暴力で
あると認識することができない、まさにその限
りで行使される暴力を承認する(!℃connaftre)こ
と」(Bourdieu&Wacquant[1992:1431)とある。ま
た、承認とは、「まさしく世界の諸構造に由来
する認知的構造に従って自分自身の精神が構築
されているがゆえに、世界を自明なものとして
とらえ、そのまま受容し、当然であると見なす
という素朴な事実によって社会的行為者が援用
する一連の基礎的で、前反省的な諸過程」
(Bourdieu&Wacquant[1992:1431)であるとされる。
誤認と承認のカラクリが上記のようなもので
あり、それが「前反省的」であるとされるので
あれば、ここで「反省性(Ienexivite)」とでも呼
ぶべき概念を使用しても許されるであろう。
｢前反省的」であるから各行為者は自らの認知
的構造が社会の客観的構造における自らの位置
による構築物であることに気付かず、その各行
為者は自らの占める位置に緊縛され続ける傾向
にあることさえ気付かずに非対称的な支配関係
を受容するのであれば、逆算的にこうしたプロ
セスを回避できる能力が「反省性」として定義
できる。
つまり、真理の誤認の克服は一体誰が遂行で
きるのか、という先ほどの問いは、一体誰にこ
のような反省性を担保できるのか、という問い
に修正することが出来る。ここで容易に思いつ
く解決の道筋は「被支配的行為者自らが誤認の
克服を行えば話は早いはず」というものである。
誤認と承認のカラクリにより被支配的な位置に
留まり続ける傾向にある行為者達こそが（ラフ
な表現を使わせてもらえば）「最も困っている」
のであり、この行為者達が反省性を行使できる

のであれば、誤認の克服、ひいては再生産プロ
セスの克服も成就するに違いないと。
しかし、これは誤った議論展開であると考え

ざるをえない。これらの行為者達に即座に反省
性を組み込めば、それは確かに誤認の克服へ、
再生産プロセスの克服へと志向していくと思わ
れるかもしれない。だが、そもそも「前反省的」
な誤認と承認のカラクリを挺子にして再生産プ
ロセスはブルデューによって描かれているので
あり、いわば行為者概念は「前反省的」な存在
として規定されているからこそ「再生産」とい
う問題構制が成立するのである。「前反省的」
であることを潔しとせず、これらの行為者達に
反省性を組み込むことは妥当な議論展開である
ようだが、一度組み込んでしまうと、一体何を
｢克服すべき問題」ととらえていたのか皆目分
からなくなるのである。つまり、このような議
論の展開は、「再生産」という問題構制そのも
のの成立基盤を掘り崩してしまうのである。
このようなアポリアからの脱出のためにブル

デューは、まず社会科学者（社会学者）が誤認
からの脱却、つまり、真理を追求し、それを彼
ら被支配的位置にある行為者達に提示するとい
うプロセスを模索することとなる。詳しくは次
節の「３」において考察するが、ここで誤認の
克服の第１条件として、まずは以下のように提
示しておきたい。①「客観的構造の真理の誤認」
の克服はまずは社会科学者（特に社会学者）の
役割である。

2.2．どういった「真理」なのか？
「客観的構造の真理の誤認」の克服がまずは
社会科学者（特に社会学者）の役割であるとし
て、この学者達は誤認というプロセスを媒介し
ていない「真理」を追求することとなる。ここ
でもうひとつの問いを発したい。この「真理」
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者）でなければならなかったか、それを概観す
る。次ぎに②については、ブルデューはどのよ
うにして真理への到達を図ろうとしているのか
をブルデュー自身の認識論的立場をふまえて考
察し、果たして彼の提示するところの真理は普
遍化できるものなのか、これを検討する。

とはどういった性質のものでなければならない
のか？
これを考えるに次ぎのようなブルデユーの言

述を引用しておこう。「女性の解放は、身体化
された構造と客観的構造との間にある密接な調
和に挑戦していくことができるような象徴的闘
争を目的とする集合行為によって可能となる」
(Bourdieu[1996-1997:200])。この引用の文脈は女
性解放ではあるが、これは誤認の克服を志向し
たものであると考えられる。
特にここで重要なのは「集合行為」である。

被支配的位置を占める行為者達に反省性を担保
することは避けなくてはならず、ブルデューは
社会科学者（特に社会学者）に反省性をまずは
担保しようとしていることに触れた。しかし、
この反省性により明るみになるであろう真理
は、上の記述からすると再び被支配的な位置を
占める行為者達の「集合行為」として結実しな
ければならないとブルデューが考えていること
が窺える。
これは次ぎのようなことを考慮せざるをえな

いことを意味するであろう。それは、社会科学
者（社会学者）だけの誤認の克服では、自らの
誤認によって被支配的位置を占め続けざるをえ
ない本当に誤認の克服が必要な行為者達に対し
ては意味がなく、いかにして真理をこうした行
為者達に普及させるか、ということである。そ
れは、社会科学者（社会学者）の提示する真理
の普遍妥当性を要求することにつながっていく
であろう。
ここでもうひとつ誤認の克服の条件を提示し

ておく。②社会科学者（社会学者）の提示する
真理は普遍妥当なものでなければならない。
以下、上に述べた①②の条件を順次検討して

いく。①については、なぜブルデューにとって
誤認の克服の役割がまずは社会科学者（社会学

３．ブルデューにおける社会科学者（社
会学者）の役割

3.1.分類の闘争(lu廿edesclassments)
ブルデューは自らの象徴暴力論(6)で、認識

枠組みの社会性という論点についてふれてい
る。それは、社会的構造と精神的構造との対応
のために行為者が支配関係を誤認し承認すぁこ
とで、その支配関係を自明視してしまう、とい
うものである。ブルデューの言葉で手短に要約
すると以下のようになろう。「支配者とは、自
分がそう見られたいと思っている通りに被支配
者が自分を見るように被支配者に対して押しつ
ける諸手段をもっている者のことです」
(Bouldieu[1984a:93=1991:ll7])。
これは、社会空間において支配的位置を占め

る集団あるいは階級が、自己の支配的位置の正
統性(16gitimite)を確保するには、認識枠組み
による分類を通して、より正確に言えば、自己
の有利になるような分類を窓意的に押しつける
ことが必要となることを示している。「論理的
でもあると同時に分かちがたく社会学的でもあ
る分割原理(principesdedivision)が機能するの
は、闘争(lutte)の中において、また闘争の必
要性のためである。これらの分割原理は種々の
概念を生産しながら諸集団を、つまり一方では
これらの原理を生産する集団そのもの、他方で
はこれらの原理が生産されるにあたって敵とし
て想定される集団を、生産していく」(Bourdieu
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[1979:559=1990:357])。つまり、「分類とは階級間
の闘争の産物であり、また階級間に成立する力
関係(raPpoItSdefOrce)によって決まるものであ
りながら、それ自身が諸階級を生み出すのに寄
与しているものなのである」(Bourdieu[1979:
561=1990:3611)。
このような力関係と分類との間にある相互関

係から、「分類の闘争」が、逆に力関係を規定
するという側面も浮かび上がってくる。そして、
この分類闘争での秩序の混乱を避けられるの
は、教育システムが自らの相対的自律性を挺子
として、支配的位置にある集団または階級と共
謀関係にあるためである。このことをブルデュ
ーは次ぎのように述べている。「闘争の中で、
また闘争によってのみ、身体化された境界は具
体的な境界となる。そして人々はそれに突き当
たり、それを移動させようとする。じっさい分
類図式の体系は、それが漠然たる境界感覚とし
て機能することをやめ、既成秩序の擁護者達が
異端の抗議にたいして、現実のものであり表象
されたものでもあるこの秩序の生産原理を守る
ためにそれらの原理を明示化し、体系化し、コ
ード化せざるをえなくなるとき、要するにドク
サ(doxa)を正統的意見(orthodoxie)にしたて
あげざるをえなくなるとき、はじめて客体化さ
れ制度化された分類システムとして構成され
る｣(Bourdieu[1979:559=1990:357-8))。

ある。
このような既成秩序の擁護者にとって有利に

働く「客体化され制度化された分類システム」
に対抗していくのは、被支配的位置にある行為
者には非常に困難なものである。それは、この
ような分類システムを擁護する教育システムの
相対的自律性のゆえに、その分類システムを受
容してしまうからである。ブルデューによれば、
教育システムが「自律性」を保って目に映るの
は誤認である。実際には、支配的位置にある集
団あるいは階級に役立つようにあらかじめ傾向
づけられており、いわば「中立性(neutralite)
の見かけ」によって巧みに再生産プロセスに寄
与しているのが教育システムとされる。「自律
的」に見えても実は「相対的」なのである
(Bouldieu&Passeron[1970:83-4=1991:97])。
つまり、実際には「相対的」自律性であるも

のを、行為者達の目に中立性として映らせるカ
ラクリを暴くことが重要なこととしてブルデュ
ーは優先していることが分かる。
ところでブルデューは「社会学者としての立

場」から、このカラクリを解明しようとする。
彼自身の理論展開と彼のこの立場選択をつき合
わせてみると、そこでは以下のような考盧が働
いたからではないかと私は考える。「イ．行為
者達に即座に反省性を組み込むことは避けられ
ねばならないため｣。「ロ．社会学者は通常の行
為者達とは違い、教育システムに制度化されて
いる立場のゆえ、分類枠組みの消費者としてよ
りも、この分類枠組みの生産者といえるから｣。
｢イ」は、行為者達に反省性を安易に組み込む
ことへのブルデューの危慎として考えらずるだ
ろう。そして「ロ」は、文字通り社会学がその
研究対象を「社会」としていることから導き出
せるものである。社会学はつきつめれば「社会
がどのように見えるか」を提示する学問である。

3.2社会学者の役割
分類闘争が力関係の既成秩序を変更する可能

性はあるだろう。それは、分類が既成秩序を維
持するという機能と同じ資格で確保されるもの
であろう。だが、この分類闘争には大きな壁が
立ちふさがっている。それは、「客体化され制
度化された分類システム」が、教育システムに
代表される制度において確立されていることで
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るのは、残念なことです。この用具は、それを
自分のものとする努力を払いさえすれば、真に
-かどうかはともかく、これまでより一層一
一自分自身を自由なる主体(sUjetlibre)に作り

上げることを可能にしてくれるものなのです」
(Bourdieu[1987:26=1991:29-301)。
この引用から少なくとも次のことが言えるで

あろう。a)ブルデューは行為者を惰性的に支配
関係に従属し続ける存在として考えてはおら
ず、行為者が支配関係からの解放の可能性をは
らんだ｢自由なる主体」へと移行する可能性を
模索しようとしていること。b)「自由の幻想」
を抱いたままでは、つまり行為者が自らの知的
実践を自由に扱えると考えている限り、この
「自由なる主体」としての存在には移行できな
いこと。c)この知的実践の社会的決定因、つま
り社会空間における位置と性向との対応という
社会的決定因を探求することが「自由なる主体」
への道であること。d)この知的実践の決定因を
探求するのは社会学の担い手（社会学者）の役
割であること。以上である。
このように社会学者に託された役割がみえて
くるのだが、やはり、この最後のd)は根拠が
あるようでないようにも思われる。一応、ブル
デューは次ぎのように述べることで、このd)
に根拠を与えようとしている。しかし、行為者
が自己の知的実践を支える社会的決定因を、自
己を取り巻く客観的構造とハビトゥスとの対応
によって誤認している中で、社会学者が例外的
に誤認を克服する反省性を行使できるという保
証は、以下の引用ではまだ確保できないことが
指摘できよう。「心的構造の分析は、解放の用
具です。社会学の用具を用いることによって、
哲学の永遠の野心の一つである、認識の諸構造
（教授という個別的ケースで言えば、教授的悟性の諸
範鴫）を知ること、また同時に、思考の最も巧

そのため、それは必然的に分類闘争に積極的に
関わることとなる。ブルデューは次のように述
べている。「社会学の学問的任務とは社会的世
界を理解することなのですから、それはまず権
力を理解することから始まるわけです」
(Bouldieu[1984a:28=1991:361)。
これは、社会学が「社会がどのように見える

か」という学問的関心のゆえに、必然的に社会
を分類することとなり、権力の一側面である象
徴的な権力を研究対象とすると同時に、自らも
分類闘争に関わっていくことを示したものとし
て読める。
しかし、このような予想される理由を挙げて

みても、実は社会学者が真理の誤認を克服でき
る存在として根拠づけられたわけではない。そ
もそも、なぜ、社会学者には他の行為者とは違
い、社会的世界を眺める際に反省性が確保され、
真理へと到達できるのか、これは上記の戦略的
な諸理由からは導けないものである。この反省
性の確保の問題については次節「４」において
検討するため、ここでは、さしあたりブルデュ
ーが社会学者に託している（それは彼が彼自身に

も託しているものであろうが）役割を彼の言述か
ら示しておこう。「社会学者は、実践の、とり
わけ知的実践の社会的決定因のありかを言明す
るわけですが、そのことによって、それらの決
定因に対する一定の自由の可能性を与えている
のだということを、無視するわけにはいかない
でしょう。……こういったわけで、誠に逆説的
ですが、社会学は、人を自由の幻想から解放す
ることによって、人を自由にするのです。自由
とは与えられたものでなく、獲得するものであ
り、それも集団的な獲得物です。そして、現実
に対する未成熟な否認によって助成された、さ
さやかなナルシスト的リビドーの名において、
せっかくの用具を手に入れようとしない入がい
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妙に隠された限界のいくつかを知るということ
を、実現することができるのです。さまざまな
形の社会的二分法は、学校制度によって中継さ
れ、知覚の範嶬となって、思考を妨げるか、と
じこめるかするわけですが、その実例は枚挙に
暇ありません。認識の社会学は、認識の専門家
を扱う場合は、またとない認識の用具となりま
す。つまり、認識の用具の認識の用具となるわ
けです｣(Bourdieu[1987:27=1991:311)。
「認識の専門家」に対して、ブルデューが認

識の社会学の焦点を特に置くのは納得できる。
それは、この専門家達の提示する認識の用具は
教育システムによって正統化されたものであ
り、この認識の用具、つまり社会的世界に対す
る分類枠組みを正統性を帯びた形で提示するこ
とで、既存の秩序の維持を確保する象徴的暴力
となっているからである。だが、そういう認識
の社会学者の用いる認識の用具はどうなのかと
なると、これがはっきりしない。なぜなら、この
認識の社会学者も教育システムの一員であり、
その社会学者が用いる認識の用具も一種の象徴
的暴力として機能するのではないかと思われる
からである。もしそうでなければ、この認識の
社会学者が用いる認識の用具が、こうした象徴
的暴力の源泉となるかもしれないことを考慮に
入れた上で、つまり反省性を行使された後に作
り上げられたものである保証が必要であろう。
この問題は次ぎの節での議論と非常に密接に

関わってくるものであるため、その検討を通し
て考えてみたい。

識の専門家の認識の用具を、象徴的暴力の作用
を伴わないで、その社会的決定因を探求しよう
とするのなら、認識の社会学者が用いる認識の
用具が反省性を行使された後に組み上げられる
必要があることが分かってきた。
ここではまず、社会学者(ブルデューも含めて）

がそうした反省性を行使できる根拠はどこにあ
るのかという問題は後回しにし、ブルデュー自
身はどういう認識論を提示しているのかを先に
みていこう。ブルデューは自らの認識論を次ぎ
のように提示している。「認識論は、真理を発
見する論理を組み立てるために、まず誤り
(erreur)の論理を把握しようとする。真理を発
見するための論理とは、誤りに対する争いであ
り、また科学の近似的真理と方法とを、系統的
に継続的に修正していくことだけだからであ
る」(Bourdieu,Chamboredon&Passeron[1973:14=
l994:26])o
この立場はバシュラール(Bachelard)の使用
した用語から、「認識論的警戒vigi lance
epistemologique」と呼ばれている。この認識論
的警戒は３つの部分から成り立っている。それ
は、A)認識論的切断、B)対象の構成、C)適用
合理主義である。
まず、A)は「自生的理論theoriespontanee｣、

特に「自生的社会学」からの切断のことを意味
している。ハビトウスの作動によって行為者は
自らを取り巻く客観的構造を直接的に理解でき
ると思い込むように傾向づけられている。これ
は認識枠組みの社会性という問題を意味し、こ
うした枠組みを通して社会的世界を眺める限
り、行為者はそれが自己を取り巻く社会的世界
を自明なものととらえることになるのである。
このような社会的世界を自明なものととらえさ
せる認識枠組みのことをブルデューは「予先観
念prenotion」と呼び、社会学の認識論からの

４，「真理」の２つの側面

４．１．社会学的認識についての社会学
(sociologiedelaconnaissancesociologique)
これまでの概観で、認識の社会学者が仮に認
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ところで、この一連の認識論的ヒエラルキー
を社会学の場(champ)に普及させるためには、
その「社会的条件」が必要であるとブルデュー
は考える。これは逆に言えば、このような認識
論的警戒ができないようにさせる「誤り」を可
能ならしめた社会的条件を分析することに他な
らない。なぜなら、ブルデューにとって「真理
の論理」の把握は「誤りの論理」の把握と表裏
の関係にあるからである。さて、社会学者にと
って自己の研究の「社会的条件」となると、そ
れは社会学者の「学者共同体citesavant」であ
る。こうした意図から彼は次ぎのように述べて
いる。「認識論上の対立は、知識界(champ)の
なかで異なった位置にあるさまざまな機関、研
究グループ、あるいは研究者の派閥間の位置の
システムならびに対立のシステムと関連づける
ことによって、はじめてじゅうぶんにその意味
が明らかになってくる」(Bourdieu,ChamboredOil&
PasSeron[1973:99=1994:1451)。
このような分析は、単に社会学者だけでなく、

その社会学者が置かれる「大学」という場の分
析をも意味するものである(Bourdieu[1984bl)。
では、この学者共同体の現状をブルデューーは
どのように見ていたかというと、次のようなも
のである。「社会学共同体は、社会哲学の思弁
的伝統から抜け出さねばならず、その伝統に対
向すべ<事実の確立という至上命令をたえず念
頭に入れてきたおかげで、今日では事実の確立
が対象の構成に従い、対象の構成は認識論的切
断に従うという科学行為の認識論的ヒエラルキ
ーを忘れてしまう傾向がある」(Bourdieu,

Chamboredon&Passemn[1973:24=1994:41])。
このような現状を打破するためにブルデュー

によって持ち出されたのが「相互監視のシステ
ム」の必要性である。それは「ＡがＢを批判し、
ＣがＡを批判する、といった批判の一般的交換

切断の必要性を唱えている。
次ぎのB)は、社会学もまた社会的世界を分

類する作業であり、それゆえ分類闘争に関わら
ざるをえないことから要請されているものであ
る。それは方法論、特に経験主義的なそれへの
次ぎのような批判として提示されている。「経
験至上主義とは、自生社会学に奉仕し、理論構
成の権利と義務とを放棄するものである」
(Bourdieu,Chamboredon&Passeron[1973:57=1994:
85])。
つまり、方法論には絶えざる警戒が必要であ
り、その警戒、言いかえれば理論によって制御
されていない方法論は、逆に社会的世界を自明
視してしまうことと何等変わりがないことを指
摘したものである。既成の認識枠組みによる社
会の自明視を回避し、新たな認識枠組み（理論）
によって制御された方法論でもって社会と対時
することを主張したものである。
最後のC)は、「理論と経験の間の適正な関係
を明らかにするための条件」(Bourdieu ,
Chamboredon&Passeron[1973:117=1994:1691)とさ
れている。ただ、この理論と経験の関係は経験
主義、実証主義とは異なっている。「実証主義
は、最も初歩的な科学的操作である観察につい
て、観察に理論的前提を持ち込まなければ持ち
込まないほど、より忠実に現実を記述できるも
のとして記録してきた。しかしながら観察は、
それがどんな理論的前提を駆使しているのか、
その原理が自覚されるほど、そしてその前提が
体系的であるほど科学的なものになる」
(Bourdieu,Chamboredon&Passeronll973:83=1994:
1211)。
これは、理論だけが予先観念によって作り上

げられる社会的世界を克服することができるこ
とを意味している。つまり、既存の社会を自明
視する罠から逃れられるのである。
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の方が、科学的世界の有機的統合にとって好ま
しいモデルとなる」(Bourdieu,Chamboredon&
Passeron[1973:104=1994:1521)からである。
以上、認識論的警戒、その認識論的警戒を阻

む社会的条件の分析、これらを合わせてブルデ
ューは、「社会学的認識についての社会学」と
呼んでいる。
これは「客観化を客観化する(objectiver

l'objectivation)」ことの具体化されたものに他な
らない。ブルデューは、研究対象である行為者
を現象学的認識様式、客観主義的認識様式で分
析にかけるのは「誤り」を導くものであり、身
体化された構造であるハビトウスを伴った存在
として行為者を取り扱わねばならない、と考え
る。そして、その対象たる行為者が実践を実践
的に産出しているのと同じ資格（同じ行為者と
いう資格）で、研究者は理論的実践を産出して
いると考える。つまり、研究者は研究対象であ
る行為者の産出する実践に対して、その当事者
である行為者と違う関わりを持っているのであ
り（対象たる行為者は「実践的に」その実践に関わ
るが研究者はそうではない)、そのような誤りを
導いた自らの理論的実践を、つまり認識論的実
践も「実践」として分析の対象にされねばなら
ないということである(Bourdieu[19801)。それ
がブルデューの認識論的警戒を提唱する理由で
あり、研究者のハビトゥスを規定する客観的構
造（科学の場）を分析する必要性の理由でもあ
る。
この全体としての分析ポイントをまとめてみ

ると以下のようになろう。「I.社会の中で生
きる人々は全て行為者であること（客観的構
造十ハビトゥス＝実践)。それゆえ、研究対象が
自己の実践に対する関わり方と、その実践に対
する研究者の関わり方は違ってくること｣。「Ⅱ、
研究者の実践がそのようなかたちで産出されて

いること（研究の実践を規定する客観的構造（科学
の場)）を分析する必要があること」。「Ⅲそ
の『誤り』が出現する論理を把握することで、
『真理』の論理に結びつけること｣。
この一連のポイントは、研究者が研究対象の

真理に到達しようとするのなら、自分自身の真
理にも到達しなければならない、ということを
示している。つまり、研究者は研究対象である
｢客観的構造の真理の誤認」を克服するために、
自己自身の「客観的構造の真理の誤認」の克服
を同時に試みなければならないということであ
る。
さて、ここまで整理してくると、ブルデュー

の認識論、つまり社会学的認識についての社会
学は真理へと導いてくれるもののように思われ
る。確かに、その「真理の論理」は「誤りの論
理」と表裏の関係にあり、後者の把握を通しな
がら「近似的真理」を常に模索し続けることは
意義のあることであろう。
しかし、社会学者がこのような社会学的認識

についての社会学を遂行できる可能性があると
して、では、なぜ社会学者は認識論的警戒を行
える存在として措定されうるのか、つまり、行
為者でもある社会学者に反省性を担保すること
ができるのか、やはり問題となる。上記の整理
から、彼は「学者共同体」の「相互監視のシス
テム」に期待をかけ、ここから反省性を導き出
そうとしているのが窺えるが、それは妥当な論
理展開なのだろうか？これを次ぎに真理に対
してのブルデューのアンビヴァレントな態度と
ともに検討していこう。

4.2．科学の場(champscientifique)
学者共同体、つまり、ブルデューがここで念
頭に置いている共同体とは「科学の場」のこと
である。しかし、ブルデューが社会学的認識に
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てしかるべきことが分かる。「真理とは、いか
なる界(champ)においても、闘争の賭け金で
す｣(Bourdieu[1987:44=l991:551)。
例えば、正統文化の場合には、それが正統性
を帯びて行為者の目に映るのは象徴的暴力の作
用によるものである。つまり、誤認と承認のカ
ラクリによって、窓意的な文化が正統的な文化
へと押し上げられるのである。これは、真理で
あると全行為者に思われていたものが（真理で
あると改めて意識に上らないほど真理だと思ってい
たものが)、実は窓意的なものであり、言い換え
れば、ある観点の真理（社会空間内で支配的位置
を占める行為者にとっての真理）が普遍的な真理
として押しつけられていることを意味する
(Bourdieu&Passeron[1970],Bourdieu[1979])o
では、このようなカラクリから科学の場がま
ぬがれているかとなると、やはりそうはいかな
いだろう。先に認識論的警戒が社会学者の間で
確保されるには、その社会的条件、つまり社会
学者が置かれる科学の場の分析が必要であるこ
とをブルデューが指摘したのを確認した。これ
は、社会学者自身が自らの置かれた客観的構造
たる科学の場において、その客観的構造とハビ
トウスの対応により、その科学の場を自明視す
ることから脱却することを目指したものであ
る。きて、このような自明視は、社会学者自身
の予先観念のゆえでもある。認識論的警戒は認
識論的切断を大前提とするため、この予先観念
を排除しなくてはならない。これを実行するこ
とは、これまで科学の場で自明視されてきた評
価基準や手法を、その場の構造と関連させなが
ら把握することである。そして、この重要な作
業のために、ブルデューは大学の場を分析の俎
上にのせ以下のように述べている。「したがっ
て、社会科学が一般の基準およびランク付けと
の関係を断ち、これらのものが係争点(enjGux)

ついての社会学で念頭に置いたこの「科学の場」
には、ブルデューの上記のような試みに反する
性格も付与されている。
そもそも科学の場も他の様々な場と同じ「場」

である。ここで「場」という概念について触れ
よう。ブルデューにおける場とは単なる物理的
空間を意味するのではなく、そこで行為者がそ
の場で望ましいとされているものを獲得しよう
と闘争しているような場所として定義されてい
る。ブルデューは述べる。「私はこの言葉（※
利害[関心interet])に、通常の経済学者たちが認
めている意味を与えたわけではありません。こ
れはすべての人間に共通の、自然な[生来の]所
与のごときものと考えられがちですが、実はそ
うでなく、歴史的に定義してみるなら、一個の
窓意的制度なのです。一つの利害[関心]がある
のではなく、ほとんど無限に時と所によって変
わる、いくつもの利害があるのです。私流の言
い方をするなら、それぞれ特殊的制度と独自の
運行法則を備えた、歴史的に形成されたゲーム
の空間としての界（※場）の数だけ、利害とい
うものがあるのです(Bourdieu[1987:124=1991:
６８]）（ただし※は筆者)。ブルデユーにとって
我々が生きる世界はいくつもの様々な場の集合
体として立ち現れている。各々の場ではその場
に固有の賭け金、つまり利害[関心]があり、行
為者はその利害を求めて絶えず闘争している。
行為者はそれまでの社会における客観的位置を
占めることによって酒養された資本(capital)
をそれぞれ携えて場に参入し、またその場内部
でも、その場内部での位置によって酒養された
資本を元手に利害を求めて闘争しているとされ
る。
この場特有の利害とは、その場内部ではひと

つの真理として立ち現れる。このことから、次
ぎのような彼自身の発言も科学の場に適用され
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と道具になっている闘争から身を引き離すため
には、これらのものが科学的な言説の中にこっ
そりと導入されるのを放置せず、これらのもの
を明示的に研究対象とする必要があるのであ
る。社会科学が説明しなければならない世界と
は、互いに競合し､時には敵対する表象、量二Ｑ

づらいため、非常にラフな表現をすることを許
していただいて、前者を「主観的真理verite
subjective｣、後者を「客観的真理veriteobjective」
としよう。
先の社会学的認識についての社会学で提示さ
れた「真理の論理」の真理は、科学の場とそこ
に位置づけられた科学者の関係を分析した結果
として導き出せる「誤りの論理」をふまえて展
開させられうるものであるから、主観的真理を
越えた（｢近似的真理」であるが）客観的真理と
して考えられる。
問題となるのは、ブルデュー自身が上記のよ
うな客観的真理を追求しようとして、それはブ
ルデューの主張するように事は進んでいくのか
という問題である。ブルデュー自身にしても、
この科学の場に一定の位置を占めているという
点では他の科学者、つまり他の行為者と何等変
わりがない。ということは、ブルデューが追求
するような（ブルデューは少なくとも「客観的真理」
に近づいていくものだと考えざるをえない）真理も、
あるいはそれに近づい1ていこうとする社会学的
認識についての社会学という方法基準も、ブル
デュー自身が占めている位置の視点からの主観
的真理なのではないか、こういう疑念がわく。
このような疑念に対しては次のように答えら

れるかもしれない。つまり、「誤りの論理」の
把握から導かれる「真理の論理」は、前者を発
見しつつ継続的に修正されていくものであるた
め、それは「近似的真理」なのであり、客観的
真理へと向かうものではありながらも、それで
いて主観的真理でもあるのだ、と。しかし、こ
のような手続きが、主観的真理から客観的真理
へと飛翔する根拠となるためには、この手続き
そのものが、ある位置に結びついた視点からの
ものではないこと、つまり、手続きという資格
での客観的真理が必要とされるであろう。言い

いずれもがわれこそは真理なりと主張 それ
によって存在の権利を主張している、そうした
競合する表象が己の対象となしている当のもの
であり、少なくとも部分的にはこれらの表象の
産出物である。 公理二二に対する月畠度決定

L - m u l L は ど れ も 、 こ の 世 界 の 中 の 特
囚の」署を己占としてつま、_の位晉に結び
２』△上勘_Q堤益_と_拡大_と_LLｺー 視豆_LpQ皿_坐
Muelを起点として、秩序づけられ組織化され
ゑ。そういう訳で、大学界(champ)のように、
行為者たちが描き出す表象によってその現実の
姿そのものが大幅に左右される、そうした世界
においては、行為者たちは、序列化の原理の複
数性と象徴資本の客観化の度合いの低さを利用
して、自分のヴィジョンを押しつは、自分の位
置について他人（および当人）が懐く表象を修
正することによって、手持ちの象徴権力に応じ
て空間内の自分の位置を修正しようと試みるの
である」(BOuldieu[1984b:25-6=1997:50-l])(下線は筆
者)。これは、大学の場での「真理戦争guerres
deverite｣(Bourdieu[1984b:66=1997:501)を意味し
ている。
ここで、真理をめぐってブルデューは２つの

とらえ方をしていることが分かるだろう。ひと
つは、特定の位置に結びついた視点から主張さ
れた真理と、もうひとつはこれらの真理を場に
照らし合わせて分析した後に近づくことができ
る真理（つまりう．ルデュー言うところの社会学的認
識についての社会学を行使することによって到達で
きるであろう真理）である。このままでは区別し
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いうとその場それ自体から生成されるものであ
る。つまり、場は恒久的革命の場になるのであ
る。それゆえ、ある諸条件下では、その場を構
成する理性 ( r e a s o n ) を表す相互監視
(crisscrossingcensorship)に、象徴的権力を求めて
の闘争の中で用いられる戦略(strategies)が従
属するとき、その戦略はそれ自身を超克するの
である。この批判的修正のための必要十分条件
は、各々の参加者にとっての全ての競争者が共
有している障害を克服するのに利用できる全て
の科学的資源を動員することによってのみ、そ
の各参加者が特殊な利益を実現することができ
るような社会組織である｣(Bourdieu[1991:3-41)。
これは高度な自律性を科学の場が得るのな

ら、その中の行為者にとっては象徴的権力を求
めての戦略(7)であろうと、それを成し遂げよ
うとするには同じように場に参加している他の
競争者を科学的な能力によって打ち負かさなけ
ればならなくなるだろうことを示したものであ
る。このことをより明確に表したのが次である。
｢科学的権威、つまり場を構成するメカニズム
に対して権力を供給し、また他の形式の資本へ
と転化できるような特有な社会資本(caPital
social)を求めての闘争が有する特殊性は、生産
者が自らにとっての競争者以外に可能な顧客を
持たない傾向にあるという事実にある（そして、
場の自律性が高まれば、これはもっとそうでああ)。
このことは次ぎのことを意味する。高度に自律
的な科学の場では、ある特定の生産者は他の生
産者以外の誰からも（｢評判」「威信」「権威」「能
力」など）彼の生産物の価値に対する承認を期
待できないこと、また、他の生産者は彼の競争
者でもあるために、議論と綿密な吟味なしには
ほとんど承認を与えようとしない人達であるこ
と、である」(Bourdieu[1976:91=1975:231)(ただし、
オリジナルの論文(Bourdieu[19751)が入手できず、

換えれば、「この手続きを取る限り真理（客観
的真理）へと近づいていく」という主張そのも
のの客観的真理性の確保が問題となるであろ
う。だが、この手続きに関しても、それは主観
的真理しか有していないのではないかという疑
念が生じる。
ところで、そもそも、社会学者がこうした反

省性を行使できる根拠はどこに求められていた
のか、ここで検討しておきたい。ブルデューは、
学者共同体が彼の主張する認識論的警戒を行使
できていない現状をふまえたうえで、こう述べ
ていたのであった。「ＡがＢを批判し、ＣがＡ
を批判する、といった批判の一般的交換の方が、
科学的世界の有機的統合にとって好ましいモデ
ルとなる」(Bourdieu,Chamboredon&Passeron[1973:
104=1994:152])o
これは、「相互監視のシステム」の必要性を

唱えたものである。この条件が満たされて初め
て認識論的警戒の能力を酒養することができる
と彼は考える。しかし、現状ではまだこの条件
が満たされていない学者共同体の中で、どうし
てブルデューが上記のような認識論的警戒を遂
行できているのであろうか？この｢相互監視
のシステム」は、満たされている条件でなくブ
ルデューが望んでやまない「理想」にとどまっ
ている。
この難問に解決の糸口を与えようとして、ブ

ルデューは科学の場に対して「特殊性
specificite｣(Bourdieu[1975])、「特有なpeculiar」
(Bourdieu[1991])といった語句を付加して、そ
の他の場との違いを打ち出そうとしている。し
かし、それは規範的なニュアンスを帯びている
ようでならない。例えば、彼は科学の場につい
て以下のように述べている。「高度な自律性を
ともなった既成の科学の場では、『革命』とは
もはや同時に政治的断絶ではなく、どちらかと
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その再録である(Bourdieu[1976])を参照した)。
科学の場が高度に自律的であれば、生産者
（科学的実践の生産者）は同じ競争者である他の
生産者の議論と綿密な吟味を媒介とすることな
くしては自己の生産物に対する承認を得ること
ができない。つまり、ここには、「高度な自律
性→相互監視→反省性の確保」という流れが浮
かび上がってくることが分かるだろう。
この高度な自律性をまずは確保するために、

ブルデューはいかに科学の場が人々が思ってい
るような自律性を有していないか、これを提示
することに努めたのだと思われる（例えば、教
育システムの相対的自律性(Bourdieu&Passeron
[19701)、大学の場の分析(IBourdieu[1984b])。し
かし、科学の場が実は「相対的に」自律的なも
のであることが判明することと、その判明を前
提として自律性を高度化し、結果として「相互
監視のシステム」による社会学者の反省性の確
保を主張することは、別個のことだとは批判で
きないにしても、その間にかなりの飛躍がある
のではないだろうか。この相対的自律性の「自
律性」の部分に安易に期待をかけることは妥当
なものなのかという問題がブルデューには残さ
れているといえよう。ブルデューは主著『再生
産』において、教育システムの構成員達が彼ら
が属する教育の場の自律性を自認してしまうが
ゆえに、また、その場に属さない行為者達もそ
れを安易に信じてしまうがゆえに、かえって教
育システムは支配的位置を占める行為者達と共
謀関係にあると指摘したのではなかったか
(Bourdieu＆Passeron[1970]）？
この部分に関しては、やはりそれはブルデュ

ーの規範的(normative)な側面が垣間見えるの

ではないかという批判がある(Pels[1995],SwaItz
[19971)。例えばシユワルツは次のように指摘し
ている。「場というパースペクテイヴにもかか

わらず、知識人はそうあるべきだという強い規
範的なヴィジョンを含んだ特殊なタイプの批判
的知的役割を、ブルデューは支持している。
(特に科学で武装した）知識人は、権力の下僕よ
りも批判者とならねばならないのである。この
理由は、社会学の研究対象とはあるひとつの特
定の位置の支持ではなく場の闘争であるべきで
あるという彼の方法論的要請に対して、緊張し
た状態にある」(Swaltz[1997:2221)。

５．まとめ

以上をまとめてみよう。それは次ぎのような
諸点となる。「A.客観的真理と主観的真理へ
の分裂（つまり、ブルデューの提示した「真理の論
理」と場という概念枠組みとの不整合)｣。「B.社
会学者の共同体での『相互監視のシステム』の
確保が規範的に提唱されていること（反省性の
確保が根拠づけられていないこと)｣。
この論稿の初めで、もしも再生産プロセスに

よって社会空間内で被支配的位置を占めるよう
に受け入れさせられる行為者達に、客観的構造
の真理の誤認の克服を図らせようとするのな
ら、まず第一歩として社会学者の役割が重要な
ものとなろうことを指摘した。しかし、その真
理を追求できる根拠となる社会学者の反省性
は、Ｂにより根拠がまだ薄弱なものであること
が分かる。
他方、ブルデューは社会学的認識についての

社会学により「真理の論理」を追求しているが、
Ａにより、この真理が「客観的真理」なのか
｢主観的真理」なのか明確でないことを彬摘し
た。全体として、ブルデューの誤認の克服へと
向かう理論展開はブルデュー自身のそれまでの
理論展開に足元をすくわれていることが指摘で
きるであろう。
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つつある）とブルデユーが考えるのであれば、
厳然とした再生産プロセスを理論的に彼が提唱
できたことと矛盾してしまうのではなかろう
か？つまり、彼は「ＸでもないＹでもない」
と主張している段階で留まり、その先の議論は
説得的に展開していないと私には思われる。
最後に、Ｂのようなことが示されうるのに、
どうして「ブルデュー自身」は、Ａのような
様々な問題はあるものの反省性を行使できてし
まっているのか、という問題が残る。
ここで初発の問題に戻って、一体何故にブル

デューは「誤認の克服」を目指す理論展開をし
始めたのかを思い出してみよう。それは、自ら
の誤認によって被支配的位置を占め続けざるを
えない行為者達をして、その再生産プロセスの
真理に到達せしめる手助けをしようとしたから
であった。
しかるに、以上検討を加えてきたように、誤

認の克服を遂行する先兵たる社会学者という前
提も、また、その社会学者やブルデュー自身も
含めて彼らが提示する真理の普遍妥当性も暖昧
なままであるがゆえに、こうした被支配的位置
を占め続けざるをえない行為者達、本当に誤認
の克服が必要であると思われる行為者達に対し
て、どのような寄与が期待できるか、これも甚
だ暖昧なままに残されている。
ブルデュー自身は私がここで指摘した疑念を

突っ込んで考究するのでなく、そうした被支配
的位置にある行為者達との直接的対話の方向へ
と進み、そして、「理解するcomprendre」とい
うコンセプトを提示している(Bourdieue!.LII
[1993:1389-1424])。
これは誤認の克服のためには「集合行為」

(Bourdieu[1996-1997:2001)へと連動していかなく
てはならないというブルデュー自身の意気込み
の現れであろう。紙面の都合でこの「理解する」

確かにブルデューは以下のように述べてこう
した私が提示する疑念に対して距離を置こうと
する。ちなみに、これまで私が暫定的に使用し
てきた客観的真理、主観的真理という表現は、
ここではそれぞれ「どこからのものでもない視
線」と「どこからのものでもある視線」にほぼ
対応するものと考えられる。「（トーマス・ネー
ケルの言うように）『どこからのものでもない視
線(viewfiomnowhere)』という客観主義的幻想、
つまり、詳細な吟味なく非客観的な観点の客観
性を受容してしまう前批判的な確実性なるもの
を拒絶する必要があるとすれば、それは『ポス
ト・モダンな』形式においてナルシステイック
な反省性が追及するような『どこからのもので
もある視線(viewfromeverywhe1℃)」という幻想、
つまり、批判の（社会的）基礎づけという問題
を回避するような基礎づけの批判、『脱構築者』
を『脱構築する』ことができないような『脱構
築」に陥ろうとしてのものではない」(Bourdieu
[1997:129])。
だが、このような言述は説得性に欠ける。ブ
ルデューは「どこからのものでもない視線」で
もなく「どこからのものでもある視線」でもな
いところに自らの提唱しようとする真理を位置
づけようと苦心している。その苦心の様は「理
性(raison)の歴史的基盤」という考察において、
何とかアカデミックな場における理性の伸張の
基礎を確保しようと議論が展開されていること
からも窺える(Bourdieu[1997:lll-1511)。しかし、
理性なるものがブルデューの主張するようにア
カデミックな場において歴史的に伸張してきた
と見るのなら、何ゆえに主著『再生産』で示さ
れたような厳然とした再生産プロセスが教育の
場で展開されていると彼が一貫して主張できる
に至ったか分からなくなる。そこにブルデュー
が望むような理性が歴史的に出現してきた（し
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というコンセプトまでは踏みこんで検討できず
別稿に讓るほかないが、このコンセプトの下に
提示された研究をみてみるに、その直接的対話
の中で、何を被支配的位置にある行為者達が
｢理解し｣、またブルデューも含む社会学者達も
彼らの何を「理解し｣、また、これが最大の疑
問だが、一体、この「理解する」というコンセ
プトでなされた直接的対話という誤認の克服を
目指すいわば社会学的介入とでも言うべきヤリ
クチが、実際にそうした行為者達の誤認の克服
にどれだけ寄与しているのか皆目判断がつかな
いものとなっている。
結果として私が主張したいことは次ぎのこと

である。これまで指摘してきた諸問題点を暖昧
なままにしたままで直接的対話という「理解す
る」というコンセプトに足早に進んでしまうこ
とは、誤認の克服という最終目的の達成基準さ
えも暖昧にしてしまい、何をもって誤認の克服
と判断すれば良いのかが非常に窓意的になって
しまう、ということである。これは、今後のブ
ルデュー社会理論の受容という点で非常に大き
な焦点となるべき点であり、改めてこの難点を
ふまえての彼の理論の詳細な検討が必要と考え
る。また、広く科学哲学の領域においてブルデ
ューの理論を位置付けて、その理論の整合性の
検討が為されなくてはならないだろうとも考え
る。

どが、また、こうした日本社会へのブルデュー理
論の応用の可否についての論争を敷桁し、それに
対して否定的な見解を提示する論稿として（富永
[19971)がある。
(2)例えば、（安田[1998],小澤[19951,北條[19961,P.
ブルデュー社会学研究会[1999])などの研究が挙
げられる。これらの研究はプルデューの理論展開
の解釈に特化したものであり、特にその認識論へ
の配慮が顕著にみられ、かつタイトにまとめられ
ている好著であり非常に参考になるものである。
(3)例えば、(Ferry&Renaut[1985],Verdes-Leroux
[1998])など。ちなみに前者では、68年という激
動の時代にブルデューの理論を位置づけ、それが
閉塞した社会への批判的態度を酒養することを目
指しながらも、結局のところその閉塞した社会か
らの脱却の道を自ら閉ざしていることを指摘して
いる。また、後者では、ブルデューの誤認の克服
へと志向する理論展開を、科学という武装をほど
こされた一種のレーニン主義だとして批判してい
る。
(4)しかしながら本稿では、ブルデュー理論内在的
な批判としてどれだけ上手くいっているか判断に
迷う。ここでは、極端な即断によるブルデュー批
判を極力避け、なるべくブルデュー自身の理論展
開を視野に収めながら、「ブルデューの理論展開を
検討するとこうした疑念を提示せざるをえない」
といったスタンスで記述を進める。より木目細か
い考察は別稿に譲らざるをえない。

(5)ハビトウスは「性向のシステム(systemof
dispOsitions)」と定義されている(Bourdieu[1973:
６４])。
(6)ブルデューは客観的構造と精神的構造との対応
による暴力を物質的暴力(violencematerielle)と区
別し象徴的暴力(violencesymbolique)と総称して
いる。
(7)戦略といっても軍事的な用語から容易に連想で

註
(1)ブルデュー理論の各社会的文脈に対する経験的
検証は、例えばアメリカでは(DiMaggio[1982],
Lamont&Lareau[19881)、ドイツでは(Gerhards&
Anheier[1989])などがある。日本ではブルデユー
理論の応用可能性を肯定的に打ち出している経験
的研究として（宮島[1994],宮島・藤田[19911)な
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当意即妙な実践を産出し、いわば「場違い」な振
る舞いをしないことによって、その場特有の利害
を求めていくことである。詳しくは(Bourdieu
[1980])。

きるようなある目的に対しての合理的な手段の調
整といった意味合いはここではない。そもそも行
為者概念にはそうした反省的な要素は事前に組み
込まれていないからである。ここでいう戦略とは、
ある行為者が自身が占める客観的構造の位置に特
有なハビトウスを媒介としてその位置に適合的な

【文献】
BouIdieu,Pienc,1968.､StmcmralismandTheoryofSociologicalKnowledge,''SocMR""rcﾉ235(4):681-706

1973"TheThreeFormsofTheoreticalKnowledge,''S"cja/ScienceWb""o"12(1):53-80
1975.LLaspecifiteduchampscientifiqueetlesconditionssocialesduprogIesdelaraison,''S"cjoﾉひgieer"c彪油
7(1):91-ll8.=1975"TheSpecifityoftheScientificFieldandtheSocialConditionsoftheProgressofReas","
ＳりcjaﾉScje"ceM)Fwzα"o"14(6):19-47;ちなみに次ぎの表題で、1976｡6LechampScientifique,''Ac"s42/"
rec/ieF℃ﾉtee"scie"cessoααJes2-3:88-104に再録

-1979I"伽"c"｡":c""9"2""Jed"j"gemem,Paris:Minuit.=1989･1990石井洋二郎訳『デイスタンクシオン

Ｉ．Ⅱ』藤原書店
1980Lese"sprα"9"e,Paris:Minuit.=1988今村仁司・港道隆訳「実践感覚ｌ』みすず書房;l990今村仁
司・福井憲彦・塚原史・港道隆訳『実践感覚２』みすず書房
1984aQ"es"ortsdEsocjo/ogie,Paris:Minuit.=1991田原音和監訳『社会学の社会学』藤原書店
1984bHOm｡α"demic",Paris:Minuit.=1997石崎晴己・東松秀雄訳『ホモ・アカデミクス』藤原書店
1987Chosesdir",Paris:Minuit.=1991石崎晴已訳『構造と実践』藤原書店
l989""oblessed'EMr:gzI"火s"o/eseres77r"decw7)3,Paris:Minuit.=19967ｿieS"reⅣ"""ly:EI"eScho｡‘1s加
"zEFje/dq/P"wer,Cambridge:PolityPI巳ss

-1991､6ThePeculiarHistoryofScientificReason,''SocIo/ogicuIFbr""z5(2):3-26
-1996-l997.cMasculineDominationRevised,''B２戒eﾉgyん"r"JQfSocjojogy41:189-203

1997M"""o"sP"cα"e""",Paris:Seuil

Bourdieu,Pierre&Jean-ClaudePasseron,1970L"reprひ血c”"：を彪加e"応poL".l"zer"§o〃ed"sys臆ｍed'e"seig"e"Ie"!,
Paris:Minuit.=1991宮島喬訳『再生産：教育・社会・文化』藤原書店

BOurdieu,Pierre,Jean-ClaudeChamboredon&Jean-ClaudePasseron,1973Lem@"erde"[･j"/0g"e:pr"/α〃“

"j"@ｍｏﾉ"gi9"es,Paris:EcolePratiquedesHautesEtudesandMouton&Co.,=1994田原音和・水島和則訳
『社会学者のメチエ』藤原書店

Bourdieu,Pierre&LoIcJ.D.Wacquant,1992R"o"ses:Po"r""e“Ｉﾉ"･Opojogier"exive,Paris:Seuil
Bourdieu,PieITeａａｌ.,1993La加舵花血沈0"血,Paris:Seuil(POINTS)
DiMaggio,Paul,1982｡℃ulturalCapitalandSchooISuccess:ThelmpactofStatusCultuIcParticipationontheGradesof

U.S.HighSchoolStudents,''Amerjcα〃Ｓひc伽ひgica/Review47:189-201

- 3 0 -



Ferry,Luc&AlainRenaut,1985血〃e"s"68fess"s"/伽"-伽'"〔""smg“"花畑pom",Paris:Gallimard.=1998小野潮訳

『68年の思想：現代の反人間主義への批判ｊ法政大学出版局
Gerhards,JUIgen&HelmutK・Anheier,1989｡6TheLitemryField:AnEmpiricalInvestigationofBouIdieu'sSociologyof

Art,''ル"e、α"(ﾉ"α/Soc〃ﾉogy4(2):131-146

北條英勝1996｢P.ブルデユーの象徴的支配の社会学と社会学的認識論」『東洋大学大学院紀要』32:41-50
Lamont,Michele&AnnetteLareau,1988@cCulturalCapital:Allusions,GapsandGlissandosinRecentTheoretical

Developments,''S｡αひﾉogj"I7Weｏﾉy6:153-l68
宮島喬1994『文化的再生産の社会学：ブルデユー理論からの展開』藤原書店
宮島喬・藤田英典編1991『文化と社会：差異化・構造化・再生産』有信堂高文社
小澤浩明1995「ブルデユーにおける社会学的認識と権力:<社会一分析＞のために」『一橋論叢』ll4(2):285-

３００
Ｐ､ブルデユー社会学研究会編l999『象徴的支配の社会学：ブルデユーの認識と実践』恒星社厚生閣
Pels,Dick,1995､&KnowledgePoliticsandAnti-politics:TowardaCriticalAppraisalofBourdeiu'sConceptofIntellectual

Autonomy,''7yle"〃α"dSocje"24:79-104
Swartz,David,1997CＨ""だα"dPowe"7WeSocjojogyqfPierreBoI"die",Chicago:TheUniversityofChicagoPress

富永健-1997「社会と社会学における日本とフランス：日本から見たブルデユー社会学」『思想』872:60-85
Verdes-Leroux,Jeannine,1998Lesavα"rer/α〃ひ〃〃9"2.･e""s"rlerｇ〃｡〃s"zes"cjo/ogi9"edePjerreBｐ塊rdie",

Paris:BemardGrasset

安田尚l998『ブルデユー社会学を読む：社会的行為のリアリテイーと主体性の復権』青木書店

(とみたかずゆき）

-３１-


